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子育て世帯等の住宅ローン減税の拡充 
２４-00３号 
通巻：0255 

 子育て世帯への支援強化の必要性や、急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえて閣議決定された令和６年度税制

改正にて住宅ローン減税の制度が盛り込まれましたので、今回は住宅ローン減税のについて紹介させていただきま

す。 

税制改正の概要    
①若者夫婦や子育て世帯が令和６年に入居する場合には一定の上乗せ措置を講ずることで、令和４・５年入居の場

合の水準（年末ローン残高 ①長期優良住宅・低炭素住宅：5,000 万円、②ZEH水準省エネ住宅：4,500 万円、③省

エネ基準適合住宅：4,000 万円）が維持されます。 

②新築住宅の床面積要件を40 ㎡以上に緩和する措置（合計所得金額1,000 万円以下の年分に限る。）について、建

築確認の期限を令和６年12 月31 日（改正前：令和５年12 月31日）に延長する。 

①今回の改正において令和6年以降入居の場合についてこの住宅ローンの上限を引き下げることとなっていました

が、子育て世帯及び若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合、新築等の認定住宅においては500万円、ZEH水準省エ

ネ住宅・省エネ基準適合住宅においては1,000万円を引き上げることで、令和5年入居分と同額に据え置かれること

になりました。 

②また所得要件はありますが床面積が50㎡に満たない物件でも、40㎡以上あれば適用できることとなりました。 

不動産価格が上昇している中で、狭小物件にも対応できることや、駅近のマンションが子育て世帯に人気であるこ

とを考慮した改正となります。  



～コメント～ 

 住宅ローン減税については縮小傾向でありましたが、今回の改正で、子育て世帯等には令和５年分と

同様に据え置かれる事となりました。また政府が環境性能の高い住宅を普及させることを目標として掲

げている為、その上限額も住宅の種類により異なります。住宅ローンを組む方にとってはメリットの大

きい制度であることは変わりませんが、要件が細かく、注意が必要と思われます。 

                            クラージュ総合会計事務所  藤本充佑 

子育て世帯とは・・ 

＜定義＞ 

子育て世帯及び若者夫婦世帯とは、 

①本人が40歳未満で配偶者のいる方 

②本人が40歳以上で40歳未満の配偶者のいる方 

③年齢19歳未満の扶養親族を有する方 

となります。  

上記の年齢については入居年の12月31日時点を年齢。 

改正前の情報が下記になります。 


